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研究要旨： 

企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動において企業は利害関係者（ステークホルダー）に対

して責任ある行動をとるため、企業活動として体制整備や社内活動を推進している。企

業は様々なステークホルダーを持ち、その一つが従業員である。労働安全衛生は従業員

に対する、ＣＳＲ活動の一つであると考えられており、このような活動を毎年ＨＰや冊

子等で公表している企業も多い。各企業が公開しているＣＳＲ関連報告書（環境報告書、

社会環境報告書、ＣＳＲ報告書等）における労働安全衛生関連の記述に関して調査する

ことでＣＳＲ活動における労働安全衛生の位置づけが明確になると考えられ、企業活動

として行われるＣＳＲ活動の中での労働安全衛生の位置づけが明確になれば、労働安全

衛生活動を行う意義や役割が理解され、今後の労働安全衛生の活性化にも繋がるものと

考えられる。そこで、我々は2004年度から2012年度まで、東証一部上場企業が公開した

CSR関連報告書における産業保健活動に関する記述内容を検討し、経年的な動向を調査

した。その結果を、「CSR関連報告書における労働安全衛生の報告のための資料集」と

して、取りまとめた。本資料をもとに、労働安全衛生について、どのようにCSR関連報

告書のなかで報告すべきかの議論を重ね、ガイドラインとしてまとめることが有用と考

える。 



Ａ．研究目的 

  企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動におい

て企業は利害関係者（ステークホルダー）

に対して責任ある行動をとるため、企業活

動として体制整備や社内活動を推進してい

る。これは欧米から広まった活動であるが、

日本においても徐々にＣＳＲ活動を行う企

業が増加していると考えられる。企業は顧

客、株主、地域住民、地球環境等の様々な

ステークホルダーを持ち、その一つが従業

員である。従業員に対する社会的責任とし

ては、従業員教育や賃金、基本的人権の尊

重などが考えられるが、労働安全衛生も社

会的責任活動の一つであると考えられてい

る。このような活動は活動するにとどまら

ず、各企業は説明責任も持っており、毎年

その活動をＨＰや冊子等で公表している。

各企業が公開しているＣＳＲ関連報告書

（環境報告書、社会環境報告書、ＣＳＲ報

告書等）における労働安全衛生関連の記述

に関して、調査することでＣＳＲ活動にお

ける労働安全衛生の位置づけが明確になる

と考えられ、企業活動として行われるＣＳ

Ｒ活動の中での労働安全衛生の位置づけが

明確になれば、労働安全衛生活動を行う意

義や役割が理解され、今後の労働安全衛生

の活性化にも繋がるものと考えられる。 

そこで、我々は2004年度から2012年度まで、

東証一部上場企業が公開したCSR関連報告

書（以下、報告書）における産業保健活動

に関する記述内容を検討し、経年的な動向

を明らかにしてきた。これまでに観察され

た１）報告書の公表企業数（公表率）の増

加、２）「CSR報告書」の名称を使用する

企業の増加、３）労働安全衛生関連ページ

の数の増加、という傾向を確認した。 

今後、企業がCSR関連報告書のなかで積

極的に労働安全衛生活動を記載するために

は、どのようなことを記載すべきかを記し

たガイドラインを作成することが有用と考

えられる。そこで、ガイドラインを作成す

るために必要な情報をあつめた資料集を作

成することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

2004年度から2012年度まで各年度の東

洋経済新報社会社四季報秋号に基づき、東

証一部上場企業を特定し調査対象とした。

企業のホームページ上に公開されているP

DFファイル形式で公表されている報告書

の記述内容を確認し、集計および解析を行

った。その情報を 

（倫理面への配慮） 

ＣＳＲ関連報告書は各企業がＨＰや冊子に

て一般公開しているもので、内容を調査す

ることは倫理的に問題無いと考えられる。

ＣＳＲ活動に対しては、各ステークホルダ

ーや第3者からの意見も重要と考えられる

ため、むしろこのような調査を行うこと自

体、社会的に意義のある活動であると考え

られる。 

 

Ｃ．研究結果 

CSRにおける労働安全衛生の報告のため

の資料集を参照。 

 

Ｄ．考察 

 我々は、2004年度から2012年度まで、東

証一部上場企業が発行する、すべてのCSR

関連報告書を確認し、特に労働安全衛生に

関する記載内容を調査した。年々、労働安

全衛生に関する記載内容は増えていたもの



の、平均で全体の１ページ強と、少ない紙

面で記載している企業が多かった。内容も、

企業によって様々であり、その時々の話題

に応じて記載していると考えられた。 

 一方、社外の立場にたって、その企業の

労働安全衛生活動を知りたいと考えたとき、 

・どの範囲の対象者（労働者）に対して、

どのような体制で労働安全衛生活動を行っ

ているか 

・どのようなことが労働安全衛生上の課題

となっているのか（化学物質管理やメンタ

ルヘルスに関すること） 

・その課題の現状を知るためのデータ（例；

メンタルヘルスによる疾病休業者数・日数

等） 

・課題に対して、どのような目標・計画で

活動を行っているのか 

などについての情報が必要である。 

 このように、社内で報告をする者、社外

でその報告をされる者、両者にとって、ど

のような報告内容がよいのか、検討するこ

とは有意義である。 

 本研究では、CSR関連報告書のなかで、

労働安全衛生を報告するための議論の土台

として、各種ガイドラインや本研究の知見

をまとめた「資料集」を作成した。これを

叩き台として、報告内容についての議論を

深め、ガイドラインを作成したいと考えて

いる。 

Ｅ．結論 

CSRにおける労働安全衛生の報告のため

の資料集を作成した。本資料集をもとに、C

SR関連報告書に、労働安全衛生に関して、

どのような情報を公開すべきか、議論を行

い、ガイドラインを作成することが有用で

ある。 
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